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第1章 環境影響評価方法書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

1.1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 7 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの

意見を求めるため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して

1.5 ヶ月間（46日間）縦覧に供した。 

 
(1) 公告の日 

令和 7年 9月 26 日（金） 

 
(2) 公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

令和 7年 9月 26 日（金）付の下記の日刊紙に「お知らせ」を掲載した。［別紙 1参照］ 

・読売新聞（朝刊）   22面 

・朝日新聞（朝刊）   21面 

・毎日新聞（朝刊）   19面 

・日本経済新聞（朝刊） 35面 

・産経新聞（朝刊）   21面 

・千葉日報（朝刊）   13面 

 
② インターネットによるお知らせ 

令和 7年 9月 26 日（金）から下記のウェブサイトに情報を掲載した。 

・千葉県［別紙 2-1参照］ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/eikyouhyouka/jigyou/146-

kujukuriyojo/kujukuriyojohuryoku.html?pagePrint=1 

・九十九里町［別紙 2-2参照］ 

https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000007798.html 

・山武市［別紙 2-3参照］ 

https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/kankyo/page007551.html 

・横芝光町［別紙 2-4参照］ 

https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/site/zerocarbon/27185.html 

・匝瑳市［別紙 2-5参照］ 

https://www.city.sosa.lg.jp/page/page006505.html 

・大網白里市［別紙 2-6参照］ 

https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000014806.html 

・白子町［別紙 2-7参照］ 

https://www.town.shirako.lg.jp/0000005779.html 
・株式会社ユーラスエナジーホールディングス［別紙 2-8参照］ 

https://www.eurus-energy.com/assessment/152075/ 

 
(3) 縦覧期間 

令和 7年 9月 26 日（金）から令和 7年 11月 10日（月）まで（土・日・祝日を除く開庁時） 

  

https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000007798.html


2 

(4) 縦覧場所及び縦覧時間 

① 関係自治体の庁舎及び現地事務所での縦覧 

関係自治体の庁舎 7箇所において縦覧を行った。 

・千葉県庁環境生活部環境政策課（千葉県千葉市中央区市場町 1-1） 8:30～17:15 

・九十九里町役場 1F ロビー（千葉県山武郡九十九里町片貝 4099） 8:30～17:15 

・山武市役所建設環境部環境保全課（千葉県山武市殿台 296番地） 8:45～17:00 

・横芝光町役場環境防災課（千葉県山武郡横芝光町宮川 11902 番地） 8:30～17:15 

・匝瑳市役所野栄総合支所（千葉県匝瑳市八日市場ハ 793番地 2） 8:30～17:15 

・大網白里市役所地域づくり課（千葉県大網白里市大網 115番地 2） 8:30～17:15 

・白子町役場 2F ロビー（千葉県長生郡白子町関 5074番地の 2） 8:30～17:15 

 
② インターネットの利用による縦覧 

事業者のウェブサイトに方法書の内容を掲載し、縦覧期間中、常時アクセス可能な状態とした。 

・事業者のウェブサイト［別紙 2-8参照］ 

https://www.eurus-energy.com/assessment/152075/ 

 
(5) 縦覧者数 

関係自治体の庁舎における縦覧者数は、2名であった。 

・千葉県庁環境生活部環境政策課  0名 

・九十九里町役場 1F ロビー     0名 

・山武市役所建設環境部環境保全課 0名 

・横芝光町役場環境防災課     0名 

・匝瑳市役所野栄総合支所     0名 

・大網白里市役所地域づくり課   0名 

・白子町役場 2F ロビー       2名 
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1.2 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

 
(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

［別紙 2-2～2-8参照］ 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

1) 九十九里町 

・開催場所：中央公民館 公民館講堂 1ホール（千葉県山武郡九十九里町片貝 2915） 

・開催日時：令和 7年 10月 18日(土) 14:00～15:30 

・来場者数：35名 

 

2) 山武市 

・開催場所：蓮沼スポーツプラザ 多目的ホール（千葉県山武市蓮沼ハの 5402-1） 

・開催日時：令和 7年 10月 23日(木) 18:30～20:00 

・来場者数：13名 

 

3) 横芝光町 

・開催場所：文化会館 集会室（千葉県横芝光町横芝 922-1） 

・開催日時：令和 7年 10月 19日(日) 13:30～15:00 

・来場者数：4名 

 

4) 匝瑳市 

・開催場所：生涯学習センター2F（旧農村環境改善センター）（千葉県匝瑳市今泉 6489 番地 1） 

・開催日時：令和 7年 10月 28日(火) 18:00～19:30 

・来場者数：4名 

 

5) 大網白里市 

・開催場所：農村環境改善センター（千葉県大網白里市南今泉 140番地 1） 

・開催日時：令和 7年 10月 29日(水) 18:00～19:30 

・来場者数：10名 

 

6) 白子町 

・開催場所：青少年センター 視聴覚室（千葉県長生郡白子町関 5038-1） 

・開催日時：令和 7年 10月 30日(木) 18:00～19:30 

・来場者数：1名 
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1.3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

 

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、公告の日から縦覧期間満了の日までの間、環境保全

の見地から意見を有する者の意見の提出を受け付けた。 

 
(1) 意見書の提出期間 

令和 7年 9月 26 日（金）から令和 7年 11月 10日（月）まで 

（郵送の場合は当日消印有効とした。） 

 
(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見を有する者の意見書の提出は、以下の方法により受け付けた。 

［別紙 3参照］ 
・縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

・事業者への郵送 

・説明会での提出 

 
(3) 意見書の提出状況 

意見書の提出は 10 通（意見書箱への投函 2 通、郵送 7 通、説明会での提出 1 通）、意見総数は

35件であった。 
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第2章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地からの意見の概要と事業

者の見解 

「環境影響評価法」（平成 9 年法律第 81 号）第 8 条及び第 9 条に基づき、環境の保全の見地か

らの意見が 10 通（意見総数 35 件）提出された。方法書についての一般の意見の概要及びこれに

対する事業者の見解は、表 1に示すとおりである。意見の概要については原文のまま記載した。 

 
表 1(1) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 1) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1  調査の中に臭気の調査を行ってもらいたい 

現状の把握 

臭気については、風力発電事業においては、悪臭

物質を取り扱わないことから、経済産業省令にお

いて標準的に環境影響評価を行う項目として設

定されていないことから、臭気の調査を実施する

計画はございません。 
 

表 1(2) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 2) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

2  九十九里浜は日本最大級の砂浜海岸であり、海岸

線に平行に形成された浜堤や砂丘が地形的な特

徴となっています。これは沿岸流によって砂が運

ばれて堆積し、形成された海岸平野であり、全体

がなだらかな弧状の地形をしています。この砂浜

海岸は刑部岬から太東崎まで約60kmにも及びこ

の海岸は千葉県のみならず世界の宝と考えても

良いくらいです。 

九十九里浜はアカウミガメの北限であり、産卵の

ために上陸もします。これはほんの一例で生息し

たり立ち寄ったりする生物は1,000種以上にな

り、そのうちの200種類は環境省と千葉県のレッ

ドデータブックに記載されている絶滅危惧種で

す。これらの貴重な生物が消えていく主な原因は

コンクリート護岸などの人工物の建設ですが、洋

上風力発電の設備が建設されれば、この現象は一

気に加速されていくことだと思います。「今だけ、

金だけ、自分だけ」の発想をやめて、子どもたち

に豊かな自然を残してあげて下さい。 

海底ケーブルの敷設による陸域（砂浜）及び海域

の改変面積、風力発電機の設置による海域の改変

面積は全体の面積に対してごくわずかであり、事

業の実施による海棲爬虫類（ウミガメ）への影響

はほとんどないものと考えておりますが、環境影

響評価の項目に選定し、海棲爬虫類（ウミガメ）

を対象とした現地調査、市民団体への聞き取り調

査を実施したうえで、事業の実施による影響を予

測・評価するとともに、必要に応じて環境保全措

置を検討してまいります。 

  



6 

表 1(3) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 3) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

3  洋上風力発電の問題は自然環境面が大きく、パ

イル打設などの工事の時に大きな衝撃音が発生

し、現在生息している魚類や海洋哺乳類に対し

て大きな影響を及ぼす懸念がある。また、稼働

後も海流の流れの変化による上記生物の生息域

の変化や鳥類の飛行にも影響を及ぼすことが容

易に推察できる。 

ご意見の工事の実施による水中音による魚類や

海棲哺乳類への影響、施設の存在による流速の変

化、鳥類の飛翔への影響については、今後の調査

結果を踏まえ、準備書段階において予測・評価を

行い、必要に応じて環境保全措置を検討する予定

です。 

4  経済環境の面からは、再エネ賦課金の負担が増

えることで、関係市町村には固定資産税が入る

かもしれないが、そこに住む住民及びそれ以外

の電力利用者にとっては電気代が上がることに

なり、何のメリットもない。欧州の風力発電事

業者も多くが撤退し、中国が関連機械の70%を製

造している現状では中国企業と工事を請け負う

元受け企業だけを富ませるだけである。 

再生可能エネルギーの賦課金については国の制

度であり、国による位置づけとして、洋上風力発

電事業は再生可能エネルギーの切り札であると

考えられるため、銚子沖の事業者撤退の件も含

め、国の方で公募ルールの見直し等が行われてお

ります。 

5  また、20年の耐用年数と言われている回転翼等

の部品を環境に影響を与えずに処分・再利用す

ることは難しく、あらゆる面で受け入れられな

いプロジェクトである。 

回転翼等の処分・再利用について、本事業におけ

る具体的な計画は未定ですが、弊社では使用済み

のブレードのリサイクルについて積極的に検討

を行っているところであり、できる限り環境への

負荷を低減するよう努めてまいります。 

参考： 

https://www.eurus-

energy.com/news/2025/20250731-2545.html 
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表 1(4) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 4) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

6  ・銚子沖事業中止は予算面と聞くが御社はだい

じょうぶ？ 

・弊社においては陸上風力発電事業の豊富な実

績及び他海域の洋上風力発電事業検討の経験

をもとにコスト面等の精査を行いながら適切

な事業計画を検討してまいります。なお現在、

国においても事業継続性を踏まえた公募内容

の変更に関する検討がされている状況でござ

います。 

7  ・銚子沖で検証事業が行われていて、効率32%ほ

どと聞いているが、このくらいの数値で採算

が取れますか？ 

 

・本事業における設備利用率は30%（方法書2-2記

載）を想定しており、採算性についても精査を

行いながら事業計画を検討してまいります。 

8  ・保護団体から、バードストライクの問題が問

われているが、何か対策はありますか？ 

・バードストライク対策として、ブレード・タワ

ー下部の彩色（鳥類への視認性の向上）等が考

えられますが、今後の現地調査結果、予測結果

も踏まえたうえで鳥類に対する環境保全措置

の実施について検討したいと考えております。 

9  ・長年考えてきたが、漁しょうを設置を考える

なら、津波対策を考えられないでしょうか。 

 

・現状、本事業に関連した津波対策の実施につい

ては検討していないところでございますが、関

係地域へのメリットの点より頂いたご意見は

参考にさせていただきます。 

10  ・漁港が茨城県の計画ですが、千葉県は無理で

すか？ 

・洋上風力発電設備は重厚長大であり、それを扱

う基地港湾には、地耐力が強化された岸壁や広

大な荷さばき地が求められることから、港湾法

に基づく「海洋再生可能エネルギー発電設備等

拠点港湾（基地港湾）」として指定された鹿島

港の利用を計画しております。 

11  ・風車はどこのメーカーですか？ 

 

・風力発電機の機種に関しては、現在検討中で

す。 

12  ・一番問題になると思われるのが、漁業関係の

方々となるようですが、メリット等はありま

すか？ 

 

・国内他事例においては、設置した洋上風力発電

機に魚が集まる漁礁効果が確認されており、漁

業関係者へのメリットとして考えられます。 

13  ・地域の経済効果はどんな事でどれくらいあり

ますか？ 

・具体的な内容の提示は難しいものの、地元貢献

策については内容の検討を進めている状況で

ございます。また、洋上風力設置に係る固定資

産税が関係自治体の税収となる等のメリット

がございます。 

14  ・水素に変えて蓄電等は計画にありますか？ ・風の状況によって発電量が変動する（出力変

動）という風力発電特有の課題を解決し、電力

系統を安定させるために蓄電施設の設置を検

討しております。 
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表 1(5) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 5) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

15  なぜ環境保全関連の意見しか提出できないので

しょうか。 

 

環境影響評価法では、方法書について環境の保全

の見地からのご意見を意見書の提出により述べ

ることができると規定されていますが、法の規定

に限らずお寄せいただいたご意見は拝受いたし

ます。 

16  脱炭素事業は世界でも止めようという流れにな

っていると思います。 

地域の自然環境や生態に悪影響しかない風力発

電事業は各地でメガソーラー同様問題視され住

民の反対も多いです。 

地域の自然環境や生態系への影響については、今

後の調査結果を踏まえ、準備書段階において予

測・評価を行い、必要に応じて環境保全措置を検

討し、できる限り環境への負荷を低減するよう努

めてまいります。 

17  健康被害は深刻だし、将来、ブレードや支柱の

廃棄処分について何も決まっていない現状で、

賛成できる要素は何もないです。 

計画は白紙に戻して下さるよう、お願い致しま

す。 

本事業の風力発電機設置検討範囲は海岸から9km

以上離れており、陸域への影響はほとんどないと

想定していますが、万が一、操業後に健康被害に

関するご意見があった場合には、必要に応じて調

査を行うなど真摯に対応いたします。 

回転翼等の処分・再利用について、本事業におけ

る具体的な計画は未定ですが、弊社では使用済み

のブレードのリサイクルについて積極的に検討

を行っているところであり、できる限り環境への

負荷を低減するよう努めてまいります。 

参考（ブレードのリサイクル）： 

https://www.eurus-

energy.com/news/2025/20250731-2545.html 
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表 1(6) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 6) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

18  ① 環境保全のため、稼働があがらなくても将来

の撤去時自治体の負担にならないような金額

の積立をお願いします。 

① いただいたご意見について参考にさせていた

だきます。 

19  ② 海洋とはいえ、工事中の廃材の海洋投棄をせ

ず、また基礎部の改変による土砂の処理を環

境保全できる工事としてください。 

② 工事の実施に伴い発生する産業廃棄物の処理

にあたっては、産業廃棄物の発生量を削減し、

やむを得ず産業廃棄物が発生した場合は有効

利用に努め、有効利用が困難なものについて

は産業廃棄物処理業者に委託して、適正に処

分いたします。 

20  ③ p122この地域は天然記念物であるウミガメの

産卵と孵化した子ガメが生育できる環境です

ので、工事の改変が影響を与えないよう藻場

の保全と生育を管理してください。 

ウミガメの産卵は記録されていますので、影

響が数字に出ない工事と稼働環境で少なくな

った分の藻場を育成してください。 

③ ウミガメ等海棲爬虫類への影響については、

今後の調査結果を踏まえ、準備書段階におい

て予測・評価を行い、必要に応じて環境保全

措置を検討する予定です。 

21  ④ p151沿岸の藻場は、海域の水深20ｍまで日光

が当たるのでCO2から酸素発生の場になり、そ

の改ざんは海洋を含め自然の砂漠化の原因と

なります。 

また大型建造物が35基できますので海流が変

わり浮遊物（海中を含め）滞留の原因となり

ますが、それはどう解決されますか。 

海中酸素の低下によりプランクトンの減少か

ら水産資源の減少リスクが上がります。 

④ 藻場など海藻草類への影響、流況への影響に

ついては、今後の調査結果を踏まえ、準備書

段階において予測・評価を行い、必要に応じ

て環境保全措置を検討する予定です。 

22  ⑤ 海鳥やかもの飛び交う海域です。ブレード150

ｍでその表面積分の35基分

150*1503.1435=2,472,750ｍ2の面積分を通過

する鳥を死滅させます。海域で跡に痕跡が残

らないとはいえ、羽はすぐに分解しません

し、海洋や海岸を汚染することになります。

対策してください。 

⑤ バードストライク等については、今後の調査

結果を踏まえ、準備書段階において予測・評

価を行い、必要に応じて環境保全措置を検討

する予定です。 

23  ⑥ 故障や風水害の被害時に部品やオイルが海洋

に飛散します。拡散しないよう具体的な対策

してください。 

⑥ 本事業の操業後は巡回によるメンテナンスや

部品交換を適切に行うことで故障や自然災害

等による被害が発生しないよう十分に注意い

たします。 
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表 1(7) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 7) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

24  生態系への影響調査は四季による変化も考慮が

必要だから調査は1年以上必要だと思う 

生態系の構成要素である海域動植物、陸域動植

物の調査は、1年間にわたり実施する計画です。 

25  振動については、住宅等から9ｋｍ以上離れてい

るということだが海水面と陸地の双方からの影

響を綿密に調査してほしい 

本事業では工事用資材等はほとんどを海上輸送

により搬出入し、また陸域の直接的な改変はほ

とんどありません。よって、振動の影響は極め

て小さいことが明らかであり、振動の調査を実

施する計画はございませんが、今後、国や県の

審査結果も踏まえながら検討いたします。 

26  海域動物について、定着した生物はいないの

か、卵,稚仔への影響はないのかも重視するべし 

卵、稚仔を含む海域動物への影響については、

今後の調査結果を踏まえ、準備書段階において

予測・評価を行い、必要に応じて環境保全措置

を検討する予定です。 

27  最大35基を設置するとなると振動、騒音は無視

できないのではないか 

本事業の風力発電機設置検討範囲は海岸から9km

以上離れており、陸域への影響はほとんどない

と想定していますが、今後、国や県の審査結果

も踏まえながら検討いたします。 

28  調査後にあらためて調査結果をもとに説明会を

要望する 

準備書段階では住民説明会を実施し、今後の調

査・予測・評価の結果をご報告します。 

29  漁業協同組合など関係事業者への理解と合意を

もとに調査を進めるべきと思う 

今後の調査については、漁業協同組合など関係

者に十分に説明を行い、理解と合意を得たうえ

で実施いたします。 
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表 1(8) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 8) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

30  先日は洋上風力発電の説明会ありがとうござい

ました。風力発電やメガソーラーは地球温暖

化、脱炭素から始まった自然エネルギーと認識

しています。しかし今、その前提が大きく揺ら

いでいます。アメリカのトランプ大統領は“詐

欺”とまで言うほど。真偽のほどはもっと検証

する必要があると思いますが、自然を破壊し、

生態系にも大きく影響を及ぼすこの発電方法は

一度立ち止まり考え直す時期に来ていると思い

ます。 

洋上風力発電機の設置による人工漁礁効果によ

って魚種の増加が報告されることもあります。

よって、必ずしも悪影響を及ぼすとは想定して

おりませんが、自然環境への影響については、

今後の調査結果を踏まえ、準備書段階において

予測・評価を行い、必要に応じて環境保全措置

を検討し、できる限り環境への負荷を低減する

よう努めてまいります。 

31  私たち一般国民には電気代がまた上がるのか、

といった不満もあります。国が方向を変えない

限り、事業を断念することは難しいとは思いま

すが、今一度ご検討くださいますよう切に希望

します。 

電気代については国の制度に基づいており、国

による位置づけとして、洋上風力発電事業は再

生可能エネルギーの切り札であると考えられま

す。現在、本事業海域である九十九里沖（一般

海域）は再エネ海域利用法における「有望な区

域」に選定されていることから、弊社では環境

影響評価手続きを進めております。今後、国に

よる更なる調査・検討により、「促進区域」

（海象等の自然的条件が適当であること、漁業

や海運業等の先行利用に支障を及ぼさないこ

と、系統接続が適切に確保されること等の基準

に適合）への指定といった本事業に関する状況

も注視したいと考えております。 

32  また、この事業のことをもっと広く一般市民に

ご説明いただけますよう、広報にももっと力を

注いでいただきたいです。 

準備書段階においては、より地域の皆様に周知

できるよう方法を検討いたします。 
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表 1(9) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 9) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

33  〇地元の水産加工業者を代表して、先祖代々い

わしの町九十九里の産業・経済を支えてきた町

民・事業を代表して、大切な財産である目の前

の漁場の漁獲高が減少する事業の推進には断固

として反対を致します。 

洋上風力発電の設置による漁獲量への影響につ

いては、国内外の事例では大きな減少が確認さ

れていないケースも多く、むしろ人工漁礁効果

による魚種の増加が報告されることもありま

す。 

本事業では環境影響評価とは別に漁業実態調査

を実施し、魚の生息状況や漁獲量の変化を継続

的に確認する予定です。 

 
表 1(10) 方法書についての一般の意見の概要と事業者の見解(意見書 10) 

No. 意見の概要 事業者の見解 

34  〇地元の水産加工業者として、いわしの町九十

九里の産業・経済を支えてきた町民として、目

の前の漁場の漁獲高が減少する可能性のある本

事業の推進には断固として反対します。 

洋上風力発電の設置による漁獲量への影響につ

いては、国内外の事例では大きな減少が確認さ

れていないケースも多く、むしろ人工漁礁効果

による魚種の増加が報告されることもありま

す。 

本事業では環境影響評価とは別に漁業実態調査

を実施し、魚の生息状況や漁獲量の変化を継続

的に確認する予定です。 

35  〇漁場の環境の変化等が変わると思いますが、

調査等への取り組みがなされておりません。 

本事業では環境影響評価とは別に漁業実態調査

を実施し、魚の生息状況や漁獲量の変化を継続

的に確認する予定です。また、環境影響評価に

おいては、漁業生物を含む海域動物及び、藻場

や流況など生息環境への影響について、今後の

調査結果を踏まえ、準備書段階において予測・

評価を行い、必要に応じて環境保全措置を検討

する予定です。 
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[別紙 1] 

 
○日刊新聞紙における公告 
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［別紙 2-1］ 

○インターネットによるお知らせ 

千葉県のウェブサイト(1/2) 
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千葉県のウェブサイト(2/2) 
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［別紙 2-2］ 

九十九里町のウェブサイト(1/2) 
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九十九里町のウェブサイト(2/2) 
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［別紙 2-3］ 
山武市のウェブサイト 
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［別紙 2-4］ 
横芝光町のウェブサイト(1/2) 
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横芝光町のウェブサイト(2/2) 
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［別紙 2-5］ 
匝瑳市のウェブサイト 
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［別紙 2-6］ 
大網白里市のウェブサイト 
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［別紙 2-7］ 
白子町のウェブサイト 
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［別紙 2-8］ 
事業者のウェブサイト(1/3) 
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事業者のウェブサイト(2/3) 

  



 

26 

事業者のウェブサイト(3/3) 
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［別紙 3］ 
○ご意見記入用紙 
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